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東京都水道局と非常時を想定した水道水の相互融通訓練を実施しました！ 

 

川崎市と東京都は、震災時や水源水質事故時等の非常時に、水道水を相互に融通することがで

きる連絡管を東京都町田市に布設しており、平成１９年から水道水の相互融通に関する訓練を行

っております。今年度は東京都町田市内の配水本管の一部が損傷することを想定した、川崎市か

ら東京都に水道水を融通する相互融通訓練を令和７年１２月８日に延べ３９名（川崎市上下水道

局２１名、東京都水道局１８名）で実施しました。 

 

１ 日  時 令和７年１２月８日（月）９時００分～１６時００分 

 

２ 概  要 東京都町田市内に布設している配水本管の空気弁が、震度５強の地震により損傷したこ

とを想定した川崎市から東京都へ約３，６００㎥/日の水道水を融通する訓練 

 

３ 訓練概要  

（１） 通信訓練 

  ○内容 配水管本管の一部の損傷を確認してから、川崎市上下水道局から東京都水道局に水道水の

融通を実施するに至るまでの川崎市上下水道局内及び東京都水道局との一連の情報伝達経

路を確認する通信訓練を実施しました。 

（２） 運用操作訓練 

  ○場所 東京都町田市能ヶ谷４丁目２２－３先（東京・川崎町田連絡管） 

  ○内容 東京・川崎町田連絡管とは、川崎市上下水道局と東京都水道局の水道管を連絡する管のこ

とであり、この連絡管を活用することで水道水を相互に融通することができます。令和７年

度は川崎市から東京都に水道水を融通することを想定し、両市が合同で各種バルブの操作

手順の確認や運用操作の訓練を実施しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  今後も訓練や活動の改善を重ね、市民の皆さまが安心して暮らすことができるよう、非常時への連

携・対応力強化に努めてまいります。 

【問合せ先】 
川崎市上下水道局水道部水道管理課 佐藤 
電話：０４４−２００―１５８５  

連絡管の運用操作訓練 訓練に関する講評 



１．目的

２．施設概要
名称 東京・川崎　登戸連絡管

口径・延長 ８００ｍｍ×約４０ｍ
場所 神奈川県川崎市多摩区登戸１０９７番地先

融通水量 日量10万m3（上水）　約30万人規模
東京都：長　 沢　 線（1,600mm）
川崎市：６号配水本管（1,200ｍｍ）

名称 東京・川崎　町田連絡管
口径・延長 ４００ｍｍ×約５０ｍ

場所 東京都町田市能ヶ谷町付近
融通水量 日量1.5万m3（上水）　約５万人規模

東京都：聖ヶ丘系配水管（500mm）
川崎市：岡 上 配 水 管（40０ｍｍ）

平成15年12月22日締結
（平成17年2月24日 旧協定廃止、新協定締結）

建設協定 平成17年5月18日締結
平成19年3月19日締結
（平成20,22,24年変更）
平成19年3月19日締結
（平成20,21,22,23,24,25年,令和4年変更）

３．運用訓練について
管理運用協定により策定した運用マニュアルに基づき、訓練を実施

○訓練目的
・両局間の連絡調整及び連絡管の運用方法の確認
・本弁等各種施設の機能性の確認

○訓練内容
・通  信  訓 練：電話(一部衛星電話含む)、FAXによる依頼及び回答の事務連絡
・運用操作訓練：洗管排水等の融通準備作業、関連弁機能調査

管理運用協定

運用マニュアル

連絡施設

東京・川崎 連絡管について

震災時や大規模水源水質事故時等の非常時に、水を相互に融通すること
によって、給水安定性の向上を図る。

連絡施設

基本協定

（訓練概要図）


